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安田女子大学・安田女子短期大学における公的研究費の不正防止計画  

 

 

   第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この計画は、公的研究費の運営・管理等に関する規程（学園制定。以下「規程」という。）第１８条の規定

に基づき、安田女子大学及び安田女子短期大学(以下「本学」という。)における公的研究費の運営・管理等に係

る不正防止計画に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

第２章 責任体制 

（運営等のための責任体制） 

第２条 規程第２条第１項の規定に基づく本学における公的研究費に関し、本学全体を統括し、公的研究費の運営・

管理について最終責任を負う者（以下「最高管理責任者」という。）は、学長をもって充てる。 

２ 規程第２条第２項の規定に基づく本学における最高管理責任者を補佐し、公的研究費の運営・管理について本

学全体を統括する実質的な責任及び権限を持つ者（以下「統括管理責任者」という。）は、事務局長をもって充て

る。 

３ 規程第２条第３項の規定に基づき、本学の学部（短期大学にあっては、学科。以下「学部等」という。）におけ

る公的研究費の運営・管理について実質的な責任及び権限を持つ者（以下「コンプライアンス推進責任者」とい

う。）は、学部長（短期大学にあっては学科長）をもって充てる。 

 

第３章 適正な運営・管理の基盤となる環境の整備 

（事務処理手続等の周知） 

第３条 規程第３条の規定に基づき、公的研究費に係る事務処理手続をガイドライン等に基づき適正に行うよう教

職員に周知徹底を図る。 

（関係者の意識向上等） 

第４条 規程第４条第１項及び第２項の規定に基づき、本学における公的研究費の運営・管理に関する意識向上等

を図るため、次の各号に掲げる事項を実施する。 

(1) コンプライアンス教育を実施し、及び行動規範を策定すること。 

(2) 公的研究費の運営及び管理に携わるすべての者（以下「研究者等」という。）に対して、法令遵守等を明記し

た誓約書の提出を求めること。 

（告発等の窓口） 

第５条 規程第５条第１項の規定に基づき、公的研究費に係る学内外からの告発等を受け付ける窓口を法人本部秘

書室とする。 

２ 告発等を行った者については、公益通報に関する規程（本学園制定）に基づき、告発等による不利な取扱いを

受けることのないように保護されていることを周知する。 

 

第４章 不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施 

（不正防止計画推進部署） 

第６条 規程第９条の規定に基づく本学における公的研究費に係る不正防止計画の推進を担当する部署は、研究費

管理委員会（以下「委員会」という。）がその役割を担うものとする。 

２ 委員会は、大学の公的研究費に係る次の各号に掲げる事項について審議・決定する。 

(1) 全学的な運営・運用の基本方針に関する事項 

 (2) 不正防止計画の策定・実施及び実施状況の確認に関する事項 

 (3) その他委員会が必要と認めた事項 

３ 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 
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 (1) 最高管理責任者 

 (2) 統括管理責任者 

 (3) コンプライアンス推進責任者 

 (4) 副学長及び学長補佐 

 (5) その他学長が必要と認めた者 若干名 

４ 委員会に、委員長を置き、最高管理責任者をもって充てる。 

 

第５章 公的研究費の適正な運営・管理活動 

（取引業者） 

第７条 規程第１０条第１項の規定に基づき、取引業者に対して公的研究費に係る不正対策の方針等を周知すると

ともに、誓約書を提出させるものとする。 

２ 規程第１０条第２項の規定に基づき、不正な取引等に関与した業者について、調達業務要領（学園制定）の規

定に基づき、取引先名簿から抹消する。 

（発注及び検収業務等） 

第８条 規程第１１条第１項の規定に基づき、公的研究費に係る物品等については、支出財源を特定した上で、発

注する。 

２ 規程第１１条第１項の規定に基づき、公的研究費に係るすべての物品等の検収業務は、施設部管財課において

納品書と照合を行い確実に検収した後に、当該研究者に渡す。 

３ 前項の物品検収の事務処理手続については、学内の関係者及び納入業者に対して周知徹底を図るとともに、 

 納入業者が検収を適正に受けていない場合等は、必要に応じて納入業者に対して適切な措置を講じるものとする。 

４ 規程第１１条第２項の規定に基づき、公的研究費に係る出張計画にあっては、あらかじめ出張命令簿（学会出

張等の場合にあっては、大会要項等の資料を一部添付。変更があった場合は出張変更届出）を提出するとともに、

出張が終了した場合にあっては、遅滞なく出張報告書及び航空券の半券等による当該出張を裏付ける資料等を提

出し、確認を受けるものとする。 

５ 事務部庶務課は、出張の事実確認を無作為抽出により不定期に実施する。 

６ 研究補助者を雇用する場合又は諸金を支出する場合には、当該業務終了後に出勤簿を事務部に持参することと

し、業務内容等について当該研究補助者本人から必要に応じて事務部庶務課が事実確認等を行う。 

 

第６章 情報発信の推進 

（相談窓口等） 

第９条 規程第１２条の規定に基づき、公的研究費に係る事務処理手続及び使用ルール等に関する学内外からの相

談に対応する相談窓口を置き、事務部庶務課とする。 

第１０条 規程第１３条の規定に基づき、公的研究費に係る不正への取組に関する取組状況等をホームページで公

表する。 

 

第７章 モニタリング等 

（監査等） 

第１１条 規程第１４条の規定に基づき、統括管理責任者は、公的研究費の適正な執行を確認するため、監査室に

よる内部監査を受けるとともに、本学全体の視点からモニタリング（第４条第２号の規定による運用が、不正防

止のために適正に行われているかを定期的に確認し、目的に照らして問題がある場合にはそのための措置を講じ

る。）を実施し、体制の不備の検証を行う。 

第１２条 第２条から前条までの規定に基づく不正防止計画の内容等については、公的研究費の不正使用の防止の

ために当面取り組むべき措置を掲げたものであり、今後、不正を発生する要因の把握とその検証をさらに進める

とともに、関係省庁等からの情報等を参考にしつつ、不断の見直しを行うものとする。 

 

 

附 則 
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１ この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ 安田女子大学・安田女子短期大学における研究費不正防止計画(平成２１年９月３０日施行)は、廃止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


